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研究成果の概要（和文）：　本研究は，「効率」と「公正」の概念に関して，フェアトレードを視点に社会科公民教育
の学習モデル開発を行うことが目的である。
　「効率」と「公正」はしばしば対立する概念として捉えられがちであるが，本研究では，経済学及び社会学の視点か
ら考察を加え，「公正」を担保する土台がない状況では「効率」は機能し得ないと考えた。また，フェアトレード先進
国である英国及びオランダのフェアトレードに関する学校教育，新教育の実態調査を実施した。
　上記の研究で得た知見を基にして，「効率」と「公正」に関する学習雨モデルを開発している。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to develop the learning model about efficiency and 
fairness from the viewpoint of fair trade.
 Fairness is often regarded as efficiency as opposition concept. However, in this study, we considered it 
from economical and sociological view and thought efficiency could not be realized in the condition that 
was not fairness. And we investigated about the school education and civil education about fair trade of 
U.K. and Netherland.
 Based on the knowledge that we obtained in this study, we developed the learning model about efficiency 
and fairness from the viewpoint of fair trade.

研究分野： 経済学

キーワード： フェアトレード　「効率」と「公正」　学習モデル開発
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）平成 20 年度に改訂された中学校学習指
導要領の社会科公民分野に「現代社会を捉え
る見方や考え方の基礎として，対立と合意，
効率と公正などについて理解させる」という
内容が加えられた。21 世紀のグローバル社会
において，国家や企業のみならず個人の意思
決定に際しても，合理的な意思決定の名の下
に「効率」の観点ばかりが重視されてきた。
その結果，地球環境問題，南北問題等さまざ
まな問題が引き起こされたが，これらに対し
て「効率」の観点からのみ対処していたので
は，なかなか解決に向けて前進することがで
きない状況に陥っている。 
 
（2）こうした状況下においては，さまざま
な選択，決定をする際に，経済的に「効率」
の観点を追求するだけではなく，「公正」で
あることを判断基準に取り入れていく必要
が生じている。しかし，中学校学習指導要領
では，「公正」の意味に関して具体的な説明
はなく，指導要領解説で「機会の交際さや結
果の公正さなど，「公正」にはさまざまな意
味合いがある」と述べるにとどまっている。 
 
（3）こうした状況を受けて，生徒が「効率」
と「公正」の概念を正しく理解できるように，
具体的な題材を通して，生徒に理解しやすい
社会科公民分野の教材を開発する必要性を
痛感するに至った。そして，その題材として
フェアトレードを取り上げることとした。フ
ェアトレードを取り上げる理由は，フェアト
レードは経済活動の一つとして「効率」を求
めるものであると同時に，公正貿易と呼ばれ
る通り，それの持つ特質に公正さが入ってお
り，これをきっかけとして「効率」と「公正」
の関係性を考えさせることができるのでは
ないかと考えたからである。 
 
２．研究の目的 
（1）本研究では，変容するこれからの国家，
社会を担いうる市民の育成をめざす教育の
あり方を，「効率」と「公正」の概念に焦点
を当て，グローバルな社会的事象であるフェ
アトレードを通して求めることを目的とし
た。そのために大きく次の二つの行うことと
した。 
 
○1  フェアトレードというグローバルな社
会的事象を，「効率」と「公正」の観点から
見直し，それらの持つ背景及び意義を経済学，
社会学の立場から明らかにする。 
 
○2  上記○1 の成果に基づき，社会の中で意思
決定を行う場面において，「効率」と「公正」
の概念を正しく理解し，行動することができ
る資質を身につけるための社会科公民教育
の教材開発を行う・ 
 
（2）上記（1）を具体化した研究の目的とし

て，次の四つを行うこととした。 
 
○1  フェアトレードの「フェア」の意味の考
察を深め，単に途上国の生産者に適切な所得
が入るという従来の捉え方から，所得以外の
面に目を向け，途上国の生産者にとってフェ
アトレードを通じて何が得られることがフ
ェアなのかを，経済学，社会学の立場から検
証する。 
 
○2  英国，オランダ等のフェアトレード先進
国といわれる国において，教育においてフェ
アトレードをどのように取り扱っているか
を地理教育やシティズンシップ教育，特別活
動等の調査，分析を行い，その実態を明らか
にする。これを通じて，このような国でフェ
アトレードが「効率」の観点だけではなく「公
正」の観点からも捉えられているかどうか，
また何を「公正」と捉えているかについて検
証する。 
 
○3  ○2 をふまえて，現在わが国で行われてい
る同種のものとの比較を行い，わが国のフェ
アトレードについての捉え方を「効率」と「公
正」の観点から検証する。 
 
○4  ○1 〜○3 で得られた知見を基にして。フェ
アトレードを題材とした「効率」と「公正」
の概念の理解の促進とともに，意思決定にお
いてそれを活用できる社会科公民分野の学
習モデルを構築する。 
 
３．研究の方法 
（1）本研究は，フェアトレードを視点とし
て「効率」と「公正」の概念に関する学習モ
デル開発を目的としている。そのために，研
究の方法として，次の三つを中心に行うこと
とした。 
 
○1  フェアトレードの「効率」と「公正」の
観点からの理論的研究 
 これについては，経済学，社会学の文献調
査を中心に行うこととした。さらに，フェア
トレードの当事者である途上国の生産者の
実態を明らかし，フェアトレードの持つ「公
正」を考察するために，フェアトレードの現
場での調査を行うことを予定した。対象とし
ては，タンザニア及び東ティモールのコーヒ
ー生産を考えた。 
 
○2  英国，オランダ等と日本のフェアトレー
ドに関する市民教育，学校教育の現状分析と
比較研究 
 これについては英国，オランダ等のフェア
トレードのさかんな国での現地調査を行う
ことを予定した。それを基に，日本で行われ
ているフェアトレードの関する学校教育，市
民教育の例を取り上げ，比較分析を行うこと
とした。 
 



○3  理論研究に基づいて社会科公民分野の
学習モデル開発を行う開発研究 
 上記の○1 及び○2 で得た知見を基に，社会科
公民教育の学習モデル開発を行うこととし
た。 
 
４．研究成果 
（1）フェアトレードの「効率」と「公正」
の観点からの理論的研究 
 
○1  フェアトレードとは，途上国の生産者が
商品の生産により生活を維持できるような
適正な対価を支払うことによって，生産者の
生活の向上，健康や安全な労働環境の維持，
生産地の環境保全等を実現できるように貿
易を行うことである。国際経済の中でフェア
トレードが果たしている役割の一つは，先進
国側における途上国製品の民間ベースでの
需要拡大である。具体的には，WTO のドーハ・
ラウンドでの議論のように途上国の供給能
力を向上させ，供給コストを低下させること
が先進国との貿易で途上国が十分に利益を
挙げるために必要であり，フェアトレードは
供給能力の拡大に対応する先進国側の需要
拡大のための民間ベースでの活動というこ
とになる。ここでは，「効率」と「公正」で
言えば，「効率」の観点しか考えられておら
ず，フェアトレードは完全に経済活動に組み
入れられたものとして捉えられている。 
 
○2  しかしながら，上記のような理解では，
先進国と途上国との間の一次産品貿易にお
いては，途上国の生産者が弱い立場に置かれ
ていることから発生する諸問題が解決され
ないまま残ることになる。例えば，先進国の
大手流通企業の買い手独占による取引価格
の低下や途上国の経済状態の改善のために
世銀，IMF 主導で実施された構造調整政策に
よる途上国内部の伝統的取引制度の破壊に
伴う生産者の立場の弱体化等である。 
 市場での取引が「効率」的であるためには，
理論的には完全市場であることが必要であ
る。現実的には完全市場は存在しないが，で
きるだけそれに状態を近づけることが取引
の「効率」をもたらすことになる。完全市場
の条件として重要なものの一つが，情報の非
対称性などがなく取引当事者の立場が対等
であることである。そして，ここで指摘した
問題はこうした条件が欠如することに起因
するものである。換言すれば，取引当事者の
立場の対等性という「公正」が保障されない
ことが問題を発生させているのである。従っ
て，市場での取引が「効率」的であるために
は，その前提として「公正」であることが必
要とされる。 
 
○3  「効率」と「公正」という概念はしばし
ば対立するものとして捉えられがちである
が，フェアトレードを「効率」と「公正」の
観点から考える場合，両者を対立するものと

して捉えるのではなく，相互に補完する概念
として捉えることが必要である。 
 フェアトレードも経済活動である以上「効
率」を無視しては成り立たないが，市場取引
で「効率」的であるためには，取引当事者が
対等あるいはそれに近い状況という一定程
度の「公正」が保障されることが必要である。
ファトレードのような途上国の小規模な弱
小生産者と先進国の大手流通業者との関係
で見た場合，「公正」が保障されない状況に
おいては，「効率」は機能し得ないのである。
そして，「公正」を保障するものとして，一
定の強制力を付与された法律的，制度的な枠
組みが必要とされると考えた。 
 
（2）英国，オランダ等と日本のフェアトレ
ードに関する市民教育，学校教育の現状分析
と比較研究 
 
○1  英国のフェアトレードに関する市民教
育，学校教育については，フェアトレード・
シティの一つであるヨーク市の例を取り上
げて分析，考察した。 
 英国では日本と比較してフェアトレード
が一般消費者に浸透しており，学校教育より
も市民教育がさかんに行われている。その中
でも，ヨーク市のフェアトレード協議会が途
上国の生産者をヨーク市に招き，市民（学校
の生徒も含む）と交流を持つということが印
象的であった。通常，市民はフェアトレード
商品を購入することでしか途上国と繋がる
ことができないが，直接生産者と交流するこ
とで，生産者の実態や思いに触れることがで
きる。これによって，消費活動という「効率」
の要素に，生産者の実態や思いを知った上で
購入するという「公正」の要素が加わると考
えられる。日本では，こうした市民教育活動
はあまり行われていないが，こうした生産者
との交流も考えていく必要があると認識で
きた。 
 
○2  オランダのフェアトレードに関する市
民教育，学校教育については，現地で実態調
査を実施し，教員養成大学，中等教育学校で
の教育を取り上げて分析，考察した。 
 視察した中等教育学校では，学校全体で持
続性やフェアトレードを共通の指針とし，教
員はその指針に沿った授業展開をしていた。
そのため，教科独立性でありながら，生徒は
すべての学習活動において一貫して持続性
等を意識することが可能となっていた。日本
の中等教育学校においては，このように共通
した指針の下での取り組みは十分に浸透し
ておらず，特定の教科の中でフェアトレード
について知る，持続性について考えるといっ
た学習にとどまっている。また，フェアトレ
ードの制度自体を学習することは少なく，途
上国の貧困問題の一つの解決手段として概
要のみの説明で登場することがしばしばで
ある。しかし，視察した中等教育学校では，



フェアトレードの制度や成果等を細かに学
習し，単にフェアトレードという事象を知る
のではなく，なぜフェアトレードが必要なの
かを理解し，貧困のみならず，環境，人権，
教育等のさまざまな問題が関連している事
実と，それらの問題に対してフェアトレード
がもたらす効果を理解させていた。そして，
これにより，自己の利益追求に終始する価値
観を変革することが可能となっていた。特定
の教科の中で，単発的に持続性やフェアトレ
ードの学習をしている日本の教育では，価値
観の変革に至ることは困難であると考えら
れる。この点はオランダの教育との最大の相
違点であり，学ぶべき点であると認識できた。 
 教員養成段階においても、フェアトレード
や持続性を中核として指導が展開されてい
た。大学での講義は、単なる学術的な知識理
解にとどまるのではなく、日常生活における
自身の行動が、環境や途上国の人々にどうい
った影響をもたらしているのか、その事実を
知った上で、どういった行動が必要となるの
かをさまざまな分野において考えさせ、価値
観の変化も含めて評価を行っている。また、
学生の価値観に変化をもたらすため、大学が
率先してフェアトレードを推奨し、教員にも
その取り組みを徹底させている。こうして大
学や教員が先頭に立って理想となる姿を学
生に見せることで、フェアトレードや持続性
について考えることができる環境がつくら
れ、学生自身も自己の価値観を変革すること
が可能となる。こうした教員養成段階での取
り組みは，日本ではほとんど実施されていな
い。しかし，将来教員となる学生がさまざま
な活動を伴って持続性やフェアトレードを
学ぶことは，彼らの将来にとってきわめて重
要であり，実際に今後取り組んでいかなけれ
ばならないことだと強く感じた。 
 
（3）理論研究に基づいて社会科公民分野の
学習モデル開発を行う開発研究 
 
 上記の本研究の成果に基づき，フェアトレ
ードを視点とした「効率」と「公正」の概念
に関する学習モデルの開発を行っている。特
に，「効率」であるためには「公正」が前提
として必要であるということを生徒に認識，
理解させ，自らの行動を決める際に，「効率」
だけではなく，その前提にある「公正」にも
目を向けることができるようになるための
学習モデルが必要と考え，フェアトレードを
題材として開発を進めている。 
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